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（参考）伊方地域における対応例 

 

1物資集精拠点・一時集結拠点（物資） I 乙内閣府Cabin<t om≪, Go,crnmcnt of Ja門 11

ン 物資供給の迅速性を高めるため、公的施設や民間の倉庫等を活用し、国からの物資を集積する物資集積拠点を設
定。物資集積拠点で、地域のニーズ等を踏まえて必要な食糧や物資を分別し、住民の避難先や一時集結拠点に輸送。

r 一時集結拠点では、物資集積拠点から搬送された物資をもとに、地域住民の状況を踏まえて物資を供給。あわせて、
地域住民のニーズ等を踏まえた物資供給に関する各種要請を行う。

ン 物資集積拠点・一時集結拠点は、防災業務関係者への災害関係情報の提供拠点としても活用。
ン 物流専門家の派遣について協定事業者に要請し、より効率的に物資を供給。

IC)2015ZENRINCZlliE算 1乃号）

物資集積拠点〈7拠点〉
（アイテムえひめ（量11県園庫賃暴セカ一）、量鰻県緯合遍動公

·且遷学冒セカ—・えひめ冑少年ふれあいセカ—、

社漏市饂合交識拠点崖l!I（道の厭みま）．し、溢縁地．山口

県渭防学校及び大分ス拿・-,公●）

・避鯖・屋内退避住民に対する政府の供給食料・物資の集積
・ポう万ィ7団体等による食糧・物資の集積

・オフサイi対応で必要となる放射線防護資機材
・追加で必要となる緊急時そ二9,J力・資機材及び放射繰防II
資機材
・避謂住民への食糧・物資の供給

・災害関係情諏（道路情輯．緊急時そニタリング情報）

↑・公的施設のスペースが不足する場合等は民間施設を活用

｀ 
一時集結拠点（物資）〈5拠点〉

ヽ •ペ・ ェな勺ェe.9. か̂”"”
しもなだ体育鰭、五十嶋体育鱚.JA冑疇稟共選嶋上II惣津

空地、貞紺什窃漏空嫌）
屋内退避住民への食糧・物資の供給

緊急時モニ9リング資機材及び放射練防穫資機材の供給
・地域住民のニース等を踏まえた物資供給に関する各種要謂

原子力災害対策重点地域への入域に必要な情報提供等

・災害関係情輯（道路情報．緊念時モニタリング情報） 等

物流専門家の派遣
・協定事業者から災害対策本部や物資集積拠点に派遣

・物資の保管や．荷さばき等に対する助言・指導
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拡散計算を参考情報として活用する場合の留意点の整理 

 

原子力災害発生時において予測的手法を活用することについては、プルームの放出時期を

事前に予測することはできないことに加え、予測に基づいてプルームの特定の方向を示すこ

とはかえって避難行動を混乱させ被ばくの危険性を増大させることとなること、さらには、

避難行動中に避難先や避難経路を状況に応じて変えることは避難行動自体を困難なものと

する。これらのことから、国は、原子力災害時において、予測的手法を、避難の方位を示唆

する等の緊急時の防護措置に活用しないこととしているが、地方公共団体は、原子力発電所

事故の状況や地域の実情等様々な情報に加え、自らの判断と責任により拡散計算を参考情報

として活用することは妨げられない。 

以下、拡散計算には、大きく分けて、予測計算 1と逆推定 2の二つの手法があることを前提

に、拡散計算を参考情報として活用する場合の留意点について整理する。 

（１）不確実性の存在の認識 

予測計算であっても、逆推定であっても、インプットとしての放出源情報又は気象情報

には一定の不確実性がある。このため、拡散計算の結果についても、一定の不確実性があ

ることを前提とする必要がある。 

（２）単位量放出による予測計算の結果の解釈 

計算結果は、放出の有無や放出量自体が計算上の都合によって仮定されたものであるこ

とから、絶対値（具体的な予想被ばく線量や放射性物質の濃度の分布）ではなく、相対的

な分布を示すものとなる。 

（３）拡散計算の結果の取扱い 

拡散計算の結果は、一定の不確実性を含む情報であるため、不確実性についての理解や、

計算の前提とした気象条件や計算結果を解釈する能力などが必要となる。したがって、緊

急時に単位放出量の相対的な予測結果を活用する場合には、それが具体的に何を表したも

のなのか、その予測計算にはどのような不確実性や限界が存在しているのか等について、

応急対策に関係する要員が正しく理解する必要がある。   

（４）実際の避難行動等への反映 

拡散計算の結果を参考として避難方向等を決定した後、気象情報の変化等により予測結

果に大きな変化があれば、避難方向等を変更しなければならなくなることも考えられ、混

乱が発生するおそれがある。これらにより災害弱者等の身体的・精神的負担が増加するリ

スク、予測が外れた場合にはかえってプルームによる影響が増加するリスクなどがあり、

拡散計算を参考情報として活用する場合であっても、これらのような様々なリスクを勘案

する必要がある。 

                                                   
1 放射性物質の放出予測と気象予報をもととして、未来の放射性物質放出結果を予測する方法 
2 実際の放出について計測されたモニタリングポストでの実測値をもとに、元々の原子炉からの放出源情報を推定し、

当該情報と実測の気象情報をもとに再度拡散計算を実施することにより、現状の放射性物質の拡散状況を推定する方法 
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